
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 評価対象施設・事業所 

令和８年度は下表の種別を評価対象といたします。 

 施 設 ・ 事 業 所 種 別 

高齢者福祉施設・事業所 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、通所介護事業所、訪問介護事業所 

厚生施設 救護施設、女性自立支援施設 

障害福祉サービス    

事業所 

療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所、就労移行支援事業

所、就労継続支援事業所、共同生活援助事業所 

障害者支援施設    

(施設入所支援) 
障害者支援施設(施設入所支援) 

保育所 保育所 

児童福祉施設・事業所 

乳児院、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、母子生活支援施設、自立援助

ホーム 

福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センター、障害児通所支

援事業所 

  

２ 評価の手法 

  評価手法については、山口県福祉サービス第三者評価事業推進要綱及びこれに基づく実施要

領等に定められた第三者評価事業の評価基準、評価手法及び評価結果の取扱いに関する規定に

より行うものとし、書面調査、訪問調査及び利用者調査により実施します。 

※ 詳細については、別添２「評価手法」を御参照ください。 

 

３ 評価料金 

・高齢者、障害児・者の施設・事業所、救護施設、婦人保護施設、保育所 

１事業２６３，０００円（税込） 

・社会的養護関係施設                １施設３０８，０００円（税込） 

 

４ 募集期間 

  令和８年４月３０日（木）【必着】まで 

 

５ 申込方法 

  別紙（様式第１号）「評価受審申込書」に必要事項を記入の上、ＦＡＸ又は郵送でお申込みく

ださい。 

 

評価受審施設・事業所募集の御案内（令和８年度） 

年度） 
福祉サービス第三者評価事業とは、事業者の提供するサービスの質を当事者（事業

者及び利用者）以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価

するものです。 

山口県社会福祉協議会は、福祉サービスの質の向上と利用者の選択に資するため、

平成１７年度に評価機関として山口県の認証を受け、福祉サービス第三者評価事業を

実施しています。 

令和８年度は、下記の要領で受審を希望する施設・事業所を募集いたします。多く

の皆様のお申込みをお待ちしています。 

別添１ 



６ 受審スケジュール（目安） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 問合せ・申込み先 

  【福祉サービス第三者評価機関】 

   社会福祉法人 山口県社会福祉協議会（認証番号：山口県第１号） 

   総務企画部 福祉振興班  担当：山田、末成 

   〒753-0072 山口市大手町９番６号 

   TEL：083－924－2799  FAX：083－924－2798 

   Mail：hyoka-chosa@yg-you-i-net.or.jp HP：http://yamaguchi-hyoka.jp/ 



≪ 評 価 手 法 ≫ 

 

１ 評価手法について 

山口県福祉サービス第三者評価事業推進要綱及びこれに基づく実施要領等に定めら

れた第三者評価事業の評価基準、評価手法及び評価結果の取扱いに関する規定により

行うものとし、書面調査、訪問調査及び利用者調査により実施するものとする。 

 

（書面調査） 

・書面調査は、評価業務契約締結後、事業者へ次の書面の提出を求め、現況調査及び

自己評価調査を実施し、施設・事業所の概要やサービスの実施状況等を把握するもの

とする。 

（１）現況調査 

・評価を受ける施設・事業所の組織及び事業の概要等を示す書類 

（２）自己評価調査 

・評価を受ける施設・事業所が評価基準の評価項目について、代表者の責任の下

に、従事する職員と協議しながら実施した自己評価結果 

 

（訪問調査） 

・訪問調査は、書面調査を踏まえ、評価調査者が施設・事業所を訪問し、評価項目に

ついて調査を行うことにより実施するものとする。 

・訪問調査は原則として１日間とし、施設・事業所の運営状況について評価調査者全

員が代表者等から説明を受けた後、現状の確認及び所定の評価項目に関する状況の調

査を行う。 

・所定の調査作業を終了した後、代表者等を交えて全体的な総括と確認を行い、訪問

調査を終了する。 

 

（利用者調査） 

・評価機関は、利用者のサービスに関する意向を把握するため利用者調査を実施、そ

の結果を活用するものとする。 

・利用者調査は、事業の種類ごとに利用者の意向を反映できる適切な方法で実施する。 

 

２ 評価対象施設・事業所種別について 

評価対象施設・事業所種別は、別表のとおりとする。 

 

３ 評価基準について 

山口県福祉サービス第三者評価事業推進要綱及びこれに基づく実施要領等に定めら

れた第三者評価事業の評価基準とする。 



４ 受審料について 

高齢者、障害児・者の施設・事業所、救護施設、婦人保護施設、保育所については

１事業につき２６万３千円（税込）とし、社会的養護関係施設については、１施設に

つき３０万８千円（税込）とする。 

 

５ 評価結果の決定等について 

県社協は、第三者評価の公正・中立性を確保する観点から、訪問調査を行った評価

調査者全員の合議により、評価結果を決定する。 

 

６ 評価結果の公表について 

県社協は、山口県福祉サービス第三者評価事業公表要領等に基づき評価結果を公表

するものとする。ただし、社会的養護関係施設については、令和７年３月３１日付け

こ支家第１５４号「社会的養護関係施設における第三者評価及び自己評価の実施につ

いて」こども家庭庁支援局長通知による定めに基づき公表するものとする。 

 

（公表への同意） 

・県社協は、公表が義務化されている社会的養護関係施設以外の事業者において、評

価結果の公表について事業者の同意を得るものとし、評価業務の終了後、県に対して、

その評価結果及び公表に関する同意の有無を報告するものとする。 

 

（評価機関における公表） 

・県社協は、公表が義務化されている社会的養護関係施設以外の事業者において、県

への報告後、公表内容をインターネット上の県社協ホームページ上で公表するものと

する。ただし、やむを得ない場合は、県に対して評価結果を報告することにより、公

表に替えることができるものとする。 

・県社協は、社会的養護関係施設の事業者において、県及び全国社会福祉協議会への

報告後、公表内容をインターネット上の県社協ホームページ上で公表するものとする。 

・公表の期間は、評価実施の翌年度から起算して３年間とする。 



（ 別　表 ）

・養護老人ホーム

・特別養護老人ホーム

・軽費老人ホーム

・通所介護事業所

・訪問介護事業所

・救護施設

・女性自立支援施設

・療養介護事業所

・生活介護事業所

・自立訓練(機能訓練・生活訓練)事業所

・就労移行支援事業所

・就労継続支援事業所

・共同生活援助事業所

●障害者支援施設(施設入所支援) ・障害者支援施設(施設入所支援)

　●保育所 ・保育所

・乳児院

・児童養護施設

・児童心理治療施設

・児童自立支援施設

・母子生活支援施設

・自立援助ホーム

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

・福祉型児童発達支援センター

・障害児通所支援事業所

≪評価対象施設・事業所種別≫

　●障害福祉サービス事業所

　 ●児童福祉施設・事業所

　●高齢者福祉施設・事業所

　●厚生施設


